
福岡県消費生活審議会について 

（ ① 福岡県消費生活審議会の概要 ）

資料１－１ 



福岡県消費生活審議会について 

１ 設置根拠 

  福岡県消費生活条例第３８条第１項 

２ 役割 

  条例の規定によりその権限に属する事項について調査審議し、及び調停を行うほか、知事の

諮問に応じ、消費生活の安定及び向上に関する重要な事項を審議する。（条例第３８条第２項） 

３ 委員 

  委員２０人以内で組織し、委員は、学識経験のある者、消費者を代表する者、事業者を代表

する者及び関係行政機関の職員のうちから知事が委嘱し、又は任命する。（条例第３８条第３項） 

４ 任期 

２年間（令和６年４月１日～令和８年３月３１日） 

５ 組織図 



福岡県消費生活条例（抜粋） 

第９章 福岡県消費生活審議会 

（消費者苦情の処理） 

第35条 知事は、消費者から事業者の事業活動により消費生活上の被害を受けた旨（以下「消

費者苦情」という。）の申出があつたときは、速やかに、その内容を調査し、当該消費者

苦情を解決するための助言、あつせんその他の措置を講じなければならない。 

２ 知事は、前項の規定による調査に当たつて必要があると認めるときは、当該消費者苦情

に係る事業者その他の関係者に対し、資料の提出又は説明を求めることができる。 

３ 知事は、第一項の規定による助言、あつせんその他の措置を講じた場合において、消費

者苦情の解決が著しく困難であると認めるとき、又は県民の消費生活に著しい影響を与え

ると認めるときは、福岡県消費生活審議会の調停に付することができる。 

（福岡県消費生活審議会） 

第 38 条  県に福岡県消費生活審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

２ 審議会は、この条例の規定によりその権限に属する事項について調査審議し、及び調停

を行うほか、知事の諮問に応じ、消費生活の安定及び向上に関する重要な事項を審議する。  

３ 審議会は、委員 20 人以内で組織し、委員は、学識経験のある者、消費者を代表する者、

事業者を代表する者及び関係行政機関の職員のうちから知事が委嘱し、又は任命する。 

４ 審議会は、第２項の調停のため必要があると認めるときは、当該消費者苦情に係る事業

者その他の関係者に対し、必要な資料の提出又は説明を求めることができる。 

５ 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。 

 

  



福岡県消費生活条例施行規則（抜粋） 

第３章 福岡県消費生活審議会 

（任期） 

第 21 条 福岡県消費生活審議会（以下「審議会」という。）の委員の任期は、２年とし、委

員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

（会長） 

第 22条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。 

２ 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 

３ 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。 

（会議） 

第 23条 審議会は、会長が招集する。 

２ 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところに

よる。 

４ 審議会は、審議事項について必要がある場合は、参考人の意見を聴くことができる。 

（消費者苦情処理委員会） 

第 24 条 審議会に、条例第 35 条第３項に規定する調停に関し、審議及び必要な事項の処理

を行わせ、その他消費者苦情の解決に関し必要な事項を審議させるため、消費者苦情処理

委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

２ 委員会に属すべき委員は、会長が審議会の委員のうちから指名する。 

３ 委員会に委員長を置き、会長が審議会の委員のうちから指名する。 

４ 委員長は、委員会で審議した経過及び結果を、速やかに、会長に報告するものとする。 

５ 審議会は、その定めるところにより、委員会の決議をもって審議会の決議とすることが

できる。 

６ 第 22 条第３項及び第 23 条の規定は、委員会について準用する。この場合において、第

22 条第３項中「会長」とあるのは「委員長」と、第 23 条中「審議会」とあるのは「委員

会」と、「会長」とあるのは「委員長」と読み替えるものとする。 

７ 前項の規定にかかわらず、委員長は、審議会が定めるところにより、委員会の委員のう

ちから指名した者に第１項の審議及び事務を行わせ、その合議によって決するところをも

って、委員会が決したものとすることができる。 

（調停） 

第 25条 知事は、審議会の調停に付したときは、その旨を苦情の申請者及びその相手方（以

下「当事者」という。）に通知するものとする。 

２ 審議会は、当事者に調停案を文書で提示することにより調停を行う。 
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３ 審議会は、当事者に対し、相当の期間を定めて、調停案の受諾を勧告することができる。 

４ 調停は、当事者が調停案に合意し、記名押印したときに成立する。 

５ 審議会は、当事者間に合意が成立する見込みがないと認めるときは、調停を打ち切るこ

とができる。 

６ 第３項の規定による勧告がされた場合において、指定された期間内に、当事者から調停

案を受諾しない旨の申出があったとき、又は受諾する申出がなかったときは、当該調停は

打ち切られたものとみなす。 

７ 審議会は、第５項の規定により調停を打ち切ったとき、又は前項の規定により調停が打

ち切られたものとみなされたときは、当事者に対し、その旨を通知するものとする。 

８ 会長は、当事者間に合意が成立したとき、第４項の規定による調停が成立したとき、第

５項の規定により調停を打ち切ったとき、又は第６項の規定により調停が打ち切られたも

のとみなされたときは、速やかに、知事に報告するものとする。 

（部会） 

第 26条 審議会に、専門の事項を審議させるため、部会を置くことができる。 

２ 第 22条第３項、第 23条及び第 24条第２項から第４項までの規定は、部会について準用

する。この場合において、第 22 条第３項中「会長」とあるのは「部会長」と、第 23 条中

「審議会」とあるのは「部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と、第 24条第２項中「委

員会」とあるのは「部会」と、同条第３項中「委員会」とあるのは「部会」と、「委員長」

とあるのは「部会長」と、同条第４項中「委員長」とあるのは「部会長」と、「委員会」と

あるのは「部会」と読み替えるものとする。 

（幹事） 

第 27条 審議会に、幹事を置く。 

２ 幹事は、県の職員のうちから、知事が任命する。 

３ 幹事は、審議会の所掌事務について、委員を補佐する。 

（委任） 

第 28条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会の同意を

得て会長が定める。 

  



消費者苦情処理委員会運営要綱 

（目的） 

第１条 この要綱は、福岡県消費生活条例施行規則（以下「規則」という。）第 24 条第１項

の規定に基づき設置された消費者苦情処理委員会（以下「委員会」という。）の運営に関し

必要な事項を定める。 

（委員会委員の構成） 

第２条 委員会委員は、福岡県消費生活審議会（以下「審議会」という。）の委員のうちから

計 10名以内をもってあてる。 

（任期） 

第３条 委員会委員の任期は、審議会の委員の任期とする。 

（委員の指名等） 

第４条 規則第 24条第７項に基づいて、委員長が指名する委員は、３名以上とする。 

２ 委員長は、前項の委員のうちから代表委員を指名する。 

（報告） 

第５条 代表委員は、審議した経過及び結果を、速やかに、委員長に報告するものとする。 

（委任） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会

の同意を得て定める。 

附 則 

この要綱は、平成７年９月 18日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成 14年１月８日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成 18年７月１日から施行する。 



福岡県消費生活審議会部会運営要綱 

（目的） 

第１条 この要綱は、福岡県消費生活条例施行規則（以下「規則」という。）第 26 条第１項

の規定に基づき、福岡県消費生活審議会（以下「審議会」という。）の部会の運営に関し必

要な事項を定める。 

（消費者施策検討部会） 

第２条 規則第 26条第１項の規定に基づき、消費者関連施策の推進に必要な事項を調査審議

させるため、消費者施策検討部会（以下「検討部会」という。）を置く。 

（消費者施策検討部会委員の構成） 

第３条 消費者施策検討部会委員（以下「委員」とする。）は、審議会の委員のうちから計

15名以内をもって充てる。 

（任期） 

第４条 委員の任期は、審議会の委員の任期とする。 

（開催） 

第５条 部会長は、審議会の決議により付議された場合には、速やかに検討部会を開催する

ものとする。 

（委任） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、検討部会の運営に関し必要な事項は、部会長が検討

部会の同意を得て定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成７年９月 18日から施行する。 

（福岡県消費生活審議会要綱の廃止） 

２ 福岡県消費生活審議会要綱は、廃止する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成 14年１月８日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成 18年７月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成 20年９月 19日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

 この要綱は、平成 25年 10月 10日から施行する。 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

福岡県消費生活審議会について 

（ ② 消費者苦情処理委員会・消費者 

 施策検討部会構成員（案） ） 

 

 

 

 

 

 

資料１－２ 



福岡県消費生活審議会に係る 

消費者苦情処理委員会・消費者施策検討部会構成員（案）について 

１ 消費者苦情処理委員会構成員（案） 

８人 

氏名 所属等 

迫田 京子 エフコープ生活協同組合組合員理事

白石 亮 株式会社井筒屋内部統制室主席 

白木 幸子 博多海砂販売協同組合副理事長 

波多江 愛子 福岡県弁護士会弁護士 

林 真実 
公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協

会 理事・九州支部長 

日浅 裕介 福岡県弁護士会弁護士 

本田 彩子 株式会社西日本新聞社報道センター記者 

安河内 肇 特定非営利活動法人消費者支援機構福岡副理事長 

２ 消費者施策検討部会構成員（案） 

  １２人 

氏名 所属等 

池田 穂波 福岡県地域婦人会連絡協議会副会長 

石坂 淳子 株式会社ひよ子代表取締役社長 

井上 博行 福岡県議会議員 

梅﨑 久美子 北九州市婦人会連絡協議会理事 

岡田 希世子 九州産業大学地域共創学部地域づくり学科准教授 

神﨑 聡 福岡県議会議員 

土岐 しづ子 福岡県商工会女性部連合会副会長 

広松 栄治 大木町長 

藤谷 博子 公益社団法人消費者関連専門家会議西日本支部九州地区副部会長 

蓑輪 靖博 福岡大学法学部教授 

村上 卓哉 田川市長 

山下 優一 日本労働組合総連合会福岡県連合会副事務局長 

※ 氏名の並びは五十音順

※ 下線部は、今回交替となる委員を示す。




